
轟

調

杳

 

後
志
地
方
に
於
け
る
鯨
漁
業
歩
方
経
螢

■

服

部

政

一

序

北
海
道
の
産
業
申
第
三
位
を
占
め
る
水
産
業
の
大
宗
は
鯨
漁
業
で
あ
る
。
鯨
漁
業
の
本
道

に
於
け

る
起
原
は
遠
く
慶
長
年
間

(約
三
百
二
十
年
前
)
松
前
氏
時
代
に
あ
つ
て
、
當
時
は
本
道
の
第

一
位
の
産
業
と
し
て
、
道
史
の
第

一
頁
を
飾
つ
た
華
や
か
な

歴
史
を
有
し
て
ゐ
る
。
當
時
行
は
れ
て
ゐ
た
練
漁
業
制
度
は
漁
場
請
員
制
度
で
あ
つ
た
が
、
明
治
二
年
開
拓
使
の
設
置
さ
れ
た
後

は
漁
場
持
制
度
と
な
つ
た
。
此
の
制
度
も
明
治
三
十
五
年
七
月
奮
漁
業
法
の
實
施
に
伴
つ
て
更

ら

に
冤
許
漁
業
制
度
と
改
め
ら

れ
、
爾
來
練
漁
業
は
其
の
八
割
が
冤
許
に
よ
る
定
置
漁
業
と
し
て
螢
ま
れ
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
。
過
去
に
於
て
は
刺
網
の
み
に
よ

つ
て
漁
獲
さ
れ
た
の
が
、
今
日
で
は
多
く
が

一
定
の
水
面
を
限
つ
て
設
置
さ
れ
た
角
網
に
よ
る
漁
獲
方
法
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
は

後
志
地
方
に
於
け
る
鯖
漁
業
歩
方
経
響

一
四
五



6

後
志
地
上万
に
.於
け
ろ
櫨
岬漁
…業
歩
方
鰯
脳麟
ロ

一
四
山ハ

確

か
に
技
術
上
見

る
べ
き
進
歩

で
は
あ
ら
う
が
、
然

し
漁
業
制
度

の
攣
革

は
必
ら
す

し
も
斯
業

維
螢

の
内
容

を
憂
革
さ

ぜ
て
は
居

な

い
。
其
れ

の
大
き
な
原
因
は
例

へ
冤
許
漁
業

制
度

が
實
施

さ
れ

て
、
何
人

に
も
平
等

に
漁
業
構

の
取
得
、
從

つ
て
漁
場
経
螢

の

機
會

が
與

へ
ら
れ
た

に
も
せ
よ
、
實
際

の
漁
場
経
螢

に
は
斯
業
特
異

の
経
菅
技
術
を
必
要

と
す

る
が
爲
め

に
、
此

の
技
術
を
有

せ

ざ
る
者

は
事
實
上
経
替
を
行

ひ
得
す
結

極
永
年

此
れ

に
從
事
し
た
漁
業
家

の
み
が
世
襲
的

に
漁
場

の
経
螢
を
な
し
た
事
情

の
存

し

た

に
よ
る

の
で
あ

る
。
此
れ
が
爲
め
に
現
在

の
漁
業
も
過
去

の
そ
れ

の
如
く
、

一
ケ
統
(註
)
を
軍
位
と
す

る
小
規

模
経
螢

に
し

て

殆
ん
ど
個
人
企
業
で
あ
る
。
経
螢
方
法
か
ら
見
れ
ば
個
人
経
螢
と
共
同
経
螢
-

多
く
は
歩
方
経
螢
i

と
で
あ
る
。
個
人
と
歩

方
経
螢

と

の
差
異

は
要
す
る

に
経
螢

の
危
瞼
員
捲

が
個
人

に
あ
る
と
然

ら
ざ
る
と
に
あ
る

の
み
で
、
特

に
経
螢
内
容

に
於

て
は
著

し

い
攣
化

が
な

い
。
筆
者

は
今
か
る
が
故

に
、
最
近

頓

に
其

の
数
を
増
加
し

つ
、
あ
る
歩
方
経
螢

の
特
異
性
を
明
ら
か
に
し
、
同

時

に
亦
此
れ
を
通

じ

て
鯨

漁
業

維
螢

の

一
般
を
窺
は
ん
と
す

る
の

で
あ

る
。
而

し
て
其

の
場
所

的
範
園
を
少

地
域

後

志
地
方

ー

に
限

つ
た

の
は
、
後

述
す

る
で
あ
ら
う
が
如
く
歩
方
経
螢

の
最

も
盛

ん
な
る
地
方
は
後

志
地
方

で
あ

る
と
、
棘

漁
業
債
値
が

地
方

に
よ

つ
て
異
な
り
從

つ
て
歩
方
経
螢

の
行
は
る

」
に
至

る
事
情

を
異

に
す

る
が
爲

め

に
、
此
等

の
地
方
を

一
律

に
論
す

る
事

は
或
る
程
度

の
論

述

の
正
確
を
期
し
得
な
く
な
る

の
を
恐
れ
た
爲
め

と
で
あ
る
。
然

し
な
が
ら
後

志
地
方

に
於
け

る
経
螢
を
詳
細

に
極
め
る
事

は
次

の
事
情

の
存
す

る
が
た
め

に
、
此
れ

に
よ

つ
て
或

程
度
ま

で
は
北
海
道
全
道

の
漁
鯨
業

経
螢
二
一般
を
推
察

し
得

る
と
思

ふ
。
其

の
事
情

と
は
、
経
螢
者

と
契
約
を
な
す
勢

務
者
ー

漁
夫
i
l

は
各
漁
場

と
も
出
身

地
を
同

じ
く
す
る
か
ら
略

同

檬
な
條
件
の
契
約
の
締
結
を
な
す
に
至
り
、
從
つ
て
其
の
維
菅
内
容
を
も
相
似
た
も
の
と
す
る
事
情
是
れ
で
あ
る
。

、

筆
者
は
今
夏
本
道
西
海
岸
地
方
の
錬
漁
業
地
を
實
地
調
査
す
る
機
會
を
得
て
、
出
來
得
る
だ
け
の
資
料
蒐
集
に
努
め
た
の
で
あ

つ
た
が
、
取
り
淺
さ
れ
た
原
始
産
業
の

一
つ
で
あ
る
錬
漁
業
は
他
の
産
業
に
比
し
て
此
の
黙
大
き
な
困
難
を
感
ぜ
し
む
る
の
で
あ



●

つ
て
、
其

の
結

果

に
於

て
意

に
滞
た
ざ
る
所
無

し
と
し
な

い
。
然

し
な

が
ら
是

に
敢

て
紹
介

す
る

の
は
、
本
道
産
業

開
拓

の
上

か

ら
見

る
な
ら
ば
、
此

の
程
度

の
調
査
も
無
き

に
優

る
で
あ

ら
う
事
を
自

ら
秘

か

に
信
す

る
が
故

で
あ
る
。

(
註
)

一
ク
統
と
に
指
定
免
許

ぜ
ら
れ
六

一
定
の
海
面
に
角
綱
i

普
瀬
縦
十
間
内
外
、
橿
三
十
ー
四
十
間
1

】
ケ
統
な
設
け
う
に
要
す
る

一

際
の
漁
構
及
製
造
設
備

】
組
な
意
味
し
、
庇
の
設
備
に
各
漁
揚
共
大
髄

一
定
し
て
居
て
経
螢
の
標
準
と
な

る
の
で
あ
る
。

騨
、
歩
方
経
管
の
登
達
と
其
の
原
因

練
漁
業

の
歩
方
維
菅
の
起
原
は
、
此
れ
を
詳
か
に
し
得
な
い
が
、
個
人
維
螢
と
共
に
早
く
か
ら

一
部
に
存
在
し
て
ゐ
た
も
の
の

如
く
で
あ
る
。
然
し
最
近
迄
は
所
謂
親
方
維
螢
-

個
人
経
螢
1

が
絶
封
多
数
を
占
め
て
居
て
、
歩
方
は
極
く
少
激
に
限
ら
れ

て
ゐ
た
。
最
近

の
歌
態

を
統
計

に
徴

し

て
、

昭
和
三
年
以
降

に
於

け
る
全
道

練
漁
業

の
個

人
経
螢

と
歩
方
維
菅

の
割
合
を
推
定
す

る
と
契

の
如
く

で
あ

る
(
註

一
)。

昭

和

三

年

昭

和

四

年

昭

和

五

年

歩
方
勤
個
入
纒
管
の
比

三
〇
・
○
%

二
三
・七
%

二
六
・
七
%

地
方
的

に
見

る
な

ら
ば
、
石
狩
、
後
志

地
方

に
多

く
行

は
れ
、
留
萌

、
宗
谷
地
方
は
少
な

い
。

宗 留 後 石

昭

和

三

年

狩

亀

方

三
五
・
二
%

志

蜘
㎎

方

三
二
●山ハ
%

繭

蒐

方

圏
九
・
五
%

ハ曾

地

方

二

}
.
由ハ
%

後
憲
地
方

に
於
け
る
錬
漁
業
歩
方
経
管

昭

一 一 三 三 和

六 七 〇 二
・ … 四
七 二 三 四
%%%%年

昭

和

五

年

四
三
・
○
%

三
三
・
四
%

】
三
・
四
%

輔
=

・
五
%

一
四
七



参

後
志
地
方
に
於
け
る
錬
漁
業
歩
方
経
管

一
四
八

最
近

の
統

計

は
、
歩
方
経
螢

が
漸
家
後

志
、
石
狩
、
宗
谷

地
方

に
増
加
す

る
に
つ
れ
、
全
饅

と
し

て
増
加

の
跡
を
辿
り

つ
、
あ

る
事
を
示
し

て
ゐ
る
。
即
ち
後

志
地
方

の
み
を
見

て
も
、
昭
和
五
年

と
昭
和
六
年

の
数
字

1

よ
り
詳
細

に
は
同

地
方
各
水
産
會

別

の
数
字
ー

が

こ
れ
を
能
く
物

語

つ
て
ゐ
る
(
註
二
)。

後

志

地

方

昭

和

五

年

昭

和

六

年

個

人

経

螢

三
入
八
ケ
統

二
〇
三
ケ
統

歩

方

経

螢

二
七
八
ケ
統

三
五
七
ケ
統

後

志
地
方
各

水
産
會
別

昭
和
五
年
霧

羅

昭
契
年
轟
鎌

歌

棄
・一 一一 ニゴ.〃

三 七 〇 三 統

磯

谷ケ
続

一
六

二
三

三一
二

岩

⊥

泊

丁
悪
内

〃
統

〃
統

〃
統

三
〇

四
九

一並

一
九

6

五

三
冠

四
呂

充

六

六
一

三

積

÷巌調
三 島 丑 一 〃 國
革 八 瓢 覧統

古

亭

余

ケ
鮫

二
四

二
四

鳶
鉱六

市

量

小
樽

塑

壷

議

翫
　彊

囚
一

莞

霊
四

天

四
込

三
ゴ

葺

究

同
地
方
に
於
て
早
く
よ
り
歩
方
縄
管
の
行
ば
れ
、
個
入
経
螢
よ
り
多
き
地
は
、
歌
棄
、
岩
内
、
紳
恵
内
、
泊
の
岩
宇
地
方
、
此
れ
に
次
い
で
古
挙

で
あ
ろ
。

往
時

は
小
資
本
を
有
す

る
漁
業
家

が
投
機

の
目
的
を

以

て
僅

か
に
行

つ
た
歩
方
経
螢
は
今
日

に
於

て
は

一
般

に
廣
く
行

は
る

玉

に
至
り
、
特

に
本
年

の
如
き
は
、
後

志
地
方

に
於

て
は
大
多
敏

の
漁
業
家

が
こ

の
方
法

に
よ
る
経
馨

を
行

ふ
に
至

つ
た
事

は
前
述

し
た
所

で
あ
る

が
、
歩
方
が
斯

く

の
如
く
増
加
し
た
最

大
原
因
は
経

濟
的
事
情

で
、
経
螢
者

側

の
経

螢
資

金
欲

乏
是
れ

で
あ
る
。



元
來
鯨
漁
業
家

の
多
く

は
過
去

に
於

て

一
朝

に
し

て
莫
大
な
富
を
獲

ち
得
た
維
験
を
有
す

る
爲
め
か
、
所
謂
親
方
氣
分

が
脱

け
切

れ
な

い
。
親
方
氣
分

と
は
彼
等

の
生
活
た
る
練
漁
業

將
來

の
畿
展

を
企
圖
す

る
事
な
く
し

て
、
漁

期
絡

れ
ば
次

の
漁

期
迄

一
ヶ
年

間
を
今

期

の
牧
釜

に
よ

つ
て
全
く
無
爲

に
過
す

こ
と
だ

差
す

の
で
あ

る
。
時

に
此

の
生
活
費

以
上

の
牧
釜
あ

る
と
し

て
も
、

彼
等

の
多
く

は
是
れ
を
固
定
設
備

に
使
用
し
、
次

の
漁
期

に
は
再

び
、
蓮
用
資

金
は
資
本
家

に
仰

が
ね
ば
着
業

不
能

に
陥

る
を
普
通
と

へ

も

し
た
。
故

に
斯
業

の
経

濟
的
な
墜
迫
を
受
け
る

こ
と
よ
り
深
刻

に
な

つ
た
今
日

に
於

て
、
資
金
難
を
生
す

る
に
至

つ
た

の
は
當
然

.の
事

で
あ
る
。

一
例
を
學

げ
れ
ば
過
去

に
於

て
は
大
な

る
漁
獲
高
は
直
ち

に
牧
釜

の
増
加
を
生

ぜ
し
め
た

の
で
あ

る
が
、

現
今

で

は
反
樹

に
大
な
る
漁
獲
高
程
経
費

の
膨
脹
を
來
た
し
、
損
失

を

大

な

ら

し

め

た

事
實

さ

へ
あ
る
。
斯

く

て
必
然
的

に
漁
業

家
は

よ
り
小
な
る
資
金
を

以
て
経
螢

を
な
す

べ
き
事

を
絵
儀

な
く

さ
れ

る
の
で
あ

る
。
是

に
於

て
蓮
用
資

金

の
四
〇
i

四
五
%
(
註
三
)

を

占
む
る
漁
夫
給

料
及
食
費

に
要
す

る
資

金

の
着
業
前

に
於

け
る
調
蓮
を
節

せ
ん
と
し
、
此

の
目
的
を
達
す

る

べ
く
漁
夫

と

の
聞

に
歩
方
契
約
を
結

び
歩
方
維
螢
を
行

ふ
に
至

つ
た

の
で
あ

る
。

第

二

に
考

へ
得

べ
き
理
由
は
小
な

る
漁
獲
高

に
よ
る

の
で
あ

つ
て
、
例

へ
ば
、
或

る
漁
場

の
過
去

よ
り

の
亭
均
漁
獲
高

が

二
百

石
と
假
定

せ
ん
か
、
此

の
漁
獲
高
を

以
て
し

て
は
、
漁
夫

の
標
準
給

料
及
食
費

を
支
耕

し

て
は
経
螢
者

は
探
算

が
取
れ
な

い
と
す

る
。
此

の
場
合

に
は
、
経
螢
者
は
漁
夫

を
標
準
給
料
及
食
費

以
下

で
勢
働

さ
せ
、

こ
れ

に
よ

つ
て
彼
等
が
牧
釜
を
受
け
る
様

に
其

の
漁
獲
高
を

一
定

の
割
合
を
以

つ
て
分
け

る
契
約
即

ち
漁
夫

と
歩
方
契
約
を
結

ん
で
経
螢

す

る
に
至
る
の
で
あ

る
。
若

し
此

の
場

合
其

の
年

の
漁
獲

高

が
過
去

よ
り

の
築
均

漁
獲
高

以
上

に
出

で
ざ
る
事

を
先
験
的

に
豫

知
し
得
ら
る

玉
も

の
な
ら
ば
、
漁
夫

は
此

の
契
約

に
は
加

は
ら
な

い
で
あ
ら
う
が
、
然

し
漁
業

に
於

て
は
必

ら
す

し
も
そ
う
と
は
限
ら
な

い
で
、
例
年

の
不
漁
場
所

も
時

に

は
豊
漁
を
な
し
う
る
事

も
あ
る
が
故

に
か

曳
る
事
情

の
下
に
於

て
も
歩
方
は
成
立
す

る

に
至
る

の
で
あ
る
。

後
志
地
方
に
於
け
る
煉
漁
業
歩
方
纒
螢

一
四
九



後
志
地
方
に
於
67
ろ
錬
漁
業
歩
方
煙
螢

'

一
五
〇

最
後

に
畢

げ
得

る
原
因
は
漁
業

設
備

の
問
題

に
關
聯
す

る

の
で
あ

つ
て
、
例

へ
ば

一
人
は
漁
業
櫻

及
漁
携

用
具
を
有

し
、
他

の

一
人
は
製
造
用
具
を
有
す
る

が
如
き
場
合

に
し
か
も
箭

者

が
製
造
用
具
を
標
準
賃
借

料
を
支
佛

つ
て
賃
借

し

て
は
探
算

の
取
れ
な

く
、
同
様

に
し
て
製
造
用
具

の
所
有
者

も
漁
獲

さ
れ
た
鯨

を
買
入
れ
製
造
し

て
は
探
算

取
れ
な

い
と
云

ふ
事
情

の
時

に
は
、
南
者

は
互
ひ

に
歩
方
契
約

を
結

ん
で
維
螢
す

る
に
至

る

の
で
あ
る
。

以
上

三
つ
の
原

因

が
軍
猫

に
叉
は
相

互

に
相
關
聯
し

て
歩

方
経
螢

を
成

立
せ
し
め
つ

、
あ

る
。
然

し
な
が
ら
右

の
内
最

も
有
力

な
、

一
般
的
な
も
の
は
第

一
の
原
因
-

経
螢
者
側
の
資
金
峡
乏
i

即
ち
是
れ
で
あ
る
。
此
の
事
は
昭
和
五
年
度
に
於
て
後
志

地
方

が
疎
漁
皆
無
と
云
ふ
本
道
史
上
室
前

の
歌
態
を
生
じ
、
從

つ
て
同

地
方

の
漁
業
家

の
昭
和
六
年
度
着
業
資

金
飲

乏
は
共

の
極

に
達
し
た
爲

め
に
、
同
地
方

の
昭
和
六
年
度

の
歩
方
経
螢
敏

が
統
計

の
示
す

が
如
く

(前

一
四
八
頁
謬
照
)
激

檜
し
た
事
實

に
ょ

つ

て
明

ら
か

に
し
得

ら
る

」
所

で
あ
る
。

即
ち
今

日
見

ら
る
が
如
き
個
人
経
螢

漁
場

の
歩

方
経
螢

へ
の
縛
化
は
實

に
維
螢
者

の
蓮
用

資
金
訣
乏

と
云
ふ
事
實

に
基

く
も

の
で
あ
る
と
云

ふ
も
過
言
で
は
あ
る
ま

い
。

(註

一
)

從
來
錬
漁
業
纒
管
方
面
に
關
づ
る
統
計
に
作
成
さ
れ
て
居
な
い
の
で
あ
ろ
が
、
北
海
道
水
産
會
調
査
に
關
る
錬
漁
業
勢
務
者
調
査
に
に

雇
傭
契
約
に
よ
る
漁
夫
と
歩
方
契
約
に
よ
る
漁
夫
を
別
つ
て
ゐ
ろ
。
故

に
筆
者
は
此
の
漁
夫
の
鍛
に
よ
つ
て
ー

一
ケ
統

に
働
ら
く
漁

夫
の
殿
は
大
髄

一
定
し
て
る
か
ら
1

其
の
脛
螢
の
割
合
な
大
燈
推
定
し
表
の
で
あ
る
。

(
北
海
之
水
産
、
第
二
十
五
號
、
五
九
ー
六

二
頁

、
及
び
同
第
三
十

一
號
、
二
八
-
三

一
頁
謬
照
)。

(註

二
)

こ
れ
は
筆
者
が
主

と
し
て
後
志
地
方
の
各
水
産
會
調
査

た
基
と
し
て
作
成

せ
う
も
の
で
あ
ろ
。
術
本
年
は
道
廃
水
産
課
で
・
、れ
ら
の
調

奪

査
な
ま
と
め
ら
れ
た
由
で
あ

る
o

(
註
三
)

庇
の
比
傘
は
北
海
遣
水
産
倉
、(
昭
和
四
年
十
二
月
刊
)
漁
業
糧
濟
調
査
書

(
縄
管
費
)
の
練
角
綱
漁
業
の
部
の
繰
費
な
亭
均
し
て
算
出

し
t
も
の
で
あ
ろ

(
】
1
六

一
頁
)。



二
、
歩
方
経
菅

の
本
質
と
其
の
種
類

4
ρ

O

歩
方
は
叉
賦
方

と
も
書

く

が
、
前
者

が

一
般

に
用

ひ
ら
れ

る
様

で
あ
る
。
歩

と
は
割
合

、
率
と

悉
ふ
意
味
で
あ
り
、
方
と
は
仕

様
、
方
法

と

の
意

で
割
合
を
分

け
る
方
法

と
の
意
味

で
あ
ら
う
と
思

ふ
。
(
こ
の
鮎
に
關
し
て
當
業
者
の
意
見
な
聞

い
t
が
、
華
者
の
接
し

六
範
園
で
は
、
此
れ
以
上
明
答
さ
れ
☆
方
な
見
出
さ
な
か
つ
77
)

此

の
語

に
よ

つ
て
も
其

の

一
端

を
窺
…ひ
得

る
が
如
く
、
経
F菅

の
成
果

の

定
牽
分
配

と
云

ふ
事

が
歩
方

の
本
質

で
あ

る
。

か
く

て
定
率
分
配

を
目
的

と
す
る
経
螢
方
法

は
自

ら
個

人
経
螢
と
は
別
個
の
も
の

で
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
即

ち
此

の
要
求
が
輕
菅

に
参
加
し
た
各
當
事
者
は
共
同
し

て
其

の
維
螢

危
瞼

を
員
憺
し
、
経
螢

の
成
果

に
封
し

て
は
定
牽

の
分
配
を
請

求
し
う
る
共
同
経
螢
と
し

て
の
歩

方
経
螢
を
生
ぜ

し

め

た

の

で
あ

る
。
此

の
場
合

歩
方
経
螢

に

於
け

る
當
事
者

は
多
く
從
來

の
個
人
経
螢

に
於
け
る
経
螢
者

と
勢

務
者

と
か
ら
成
り
立
ち
、
経
螢
者
間

の
み
の
歩

方
は
少
な

い
。

故

に
歩
方
輕
螢

を
狡
義

に
解

す

る
な
ら
ば
勢
資

の
共

同
経
螢

、
換
言
す

れ
ば
從
來
維
螢
者

に
ょ

つ
て
支
彿

は
れ
た
漁
夫
賃
銀

が
消

滅
し
た
経
菅

で
あ
る
と
云
ふ
事
が
出
來
る
。
是
に
於
て
爾
當
事
者
ー

維
螢
者
及
漁
夫
ー

に
と
つ
て
極
め
て
重
大
な
る
こ
と
は

彼
等

の
分
配
牽

の
問
題

で
あ

る
。
而
し

て
分
配
率

は
彼
等
爾
當
事
者

聞

の
出
資

の
割
合
、
即
ち
経
螢

に
必
要
な

る
資

本

と
勢
働
を

爾
者

が
如
何
な

る
程
度
迄
員
捲
す

る
か
と
云

ふ
こ
と
に
よ
つ
て
定
ま
る
。
分
配
率
を
決

定
す

る
出
資

は
從
來

の
慣
脅

か
ら
経
螢
者

が
設
備

及
蓮
用
資

金

の
出
資

を
勢

務
者
は
勢
力

も
し
く

は
運
用
資

金

の

一
部

の
出
資

を
な
す

の
が
普

通
行

は
れ

て
ゐ
る
。
而

し
て

出
資
封
分
配

の
具
艦

的
割
合
は
個

々
の
契
約

に
於

て
は
種

々
異
な
る
も

の
が
あ
り
、
其

の
総

べ
て
が
漁
場

に
よ
り
、
維
螢
者

に
よ

り
共

の
微
細

な

る
鮎

に
於
て
同

一
な
る
も

の
な
し

と
も
言

ひ
得

る
程
で
あ

る
。
然

し
斯

く

の
如

く
出
資
封
分
配

の
割

合
を
め

ぐ
つ

て
種

々
異

な
る
歩

方
経
螢
が
存
し
得
る
け
れ

ど
も
、
其

の
観

黙
を
被
分
配
物
及
雨
者

間

の
契
約

の
種
類

、
漁
業

権
所
有

の
有

無
の

後
志
地
方
に
於
け
る
煉
漁
業
歩
方
経
螢

一
五

一



後
志
地
方
に
於
け
る
練
漁
業
歩
方
纒
螢

一
五
二

三
瓢

に
限

る
な
ら
ば
其

の
大
略
を
概
括
し
得

る
と
思
ふ
。

第

一
に
被
分
配
物

の
種
類
即
ち
親
方

と
漁
夫

と
の
間

の
分
配

が
魚
獲

さ
れ
た
ま

」
の
生
鯨

に
よ

つ
て
な

さ
れ

る
か
、
叉
は
販
費

な
窪
わ
け

ほ
し
あ
ゆ

し

て
得

ら
れ
た
貨
幣

に
よ

つ
て
な
さ
れ
る

か
の
匠
別
で
あ
る
。
前
者

を
生
別
歩
方

と
稻
し
、
此
れ

に
樹

し
て
後
者

は
乾

上
歩
方
と

構

せ
ら
れ
る
。
生
別
け

は
陸
揚
げ
さ
れ
た

ま

」
の
生
鯨

で
あ

つ
て
、
分

け
ら
れ
た
後

の
生
鯨

の
塵

理
は
雨
者
各
自

の
計
算
で
行

は

れ

ね
ば
な

ら
な

い
。
即
ち
此

の
歩
方
は
漁

獲
物

が
陸
揚

さ
れ

る
迄

歩
方
経
螢

で
あ

つ
て
、
陸
揚
後

は
歩
方
が
消

滅
す

る
経
螢

に
外

な

ら
な

い
。
此
れ

に
反
し
乾

上

に
於

て
は
、
生
鯨
と
し

て
販
費

せ
ら
れ
る
と
、
製
品

と
し

て
販
費

せ
ら
れ
る
と
を
問

は
す
、
其
れ

が
貨
幣

に
換
貨

さ
れ
る
迄

は
歩
方
経
螢
が
織
績

さ
れ
る

の
で
あ
つ
て
、
魚

獲
物

は
共
同
財
産

を
形
成
す

る
。
現
在
多
く
行
は
れ
る

の
は
乾

上
げ
歩
方

で
、
漁

獲
物

の
換
貨

さ
れ
る
迄
は
漁
夫
は
総

べ
て
彼
等

の
勢
力
を
出
資

せ
ね
ば
な

ら
な

い
。
唯
生
別
け

の
行

は

れ

る

の
は
、
此

の
契
約
を
結

ぶ
漁
夫

が
彼
等
家

族

の
榮

力
を
用

ひ
て
生
練

を
庭

理
し
得

る
便
宜

と
、
各
自
共
多
少

の
製
造
用
具
を

有
し

て
ゐ
て
こ
れ
を
利
用
し
う
る
便
宣
と
が
與

へ
ら
れ

て
ゐ
る
地
許

の
漁
夫

と
の
歩
方

に

の
み
限
ら
れ
る
。
從

つ
て
乾

上
げ
歩
方

に
比
し

て
其

の
行
は
る

」
藪

は
極
め

て
少
く
、
こ
れ
を
地
方
的

に
見
る
な

ら
ば
後

志

地
方

で
は
主
と
し

て
古
亭

及
岩
宇
地
方

の

一

部

に
行

は
る

」
に
過
ぎ
な

い
。

昭
和
六
年
度

の
古

平
村

に
於
け
る
歌
態
は

三
十
五

ケ
統

の
歩
方
中
十
九

ケ
統
は
生
別
け
で
十

六
ケ

統

が
乾

上
げ

で
あ

つ
た
。
次

に
生
別

け
歩
方

に
於

け
る
出
資
封
分
配

の
割
合

の
詳
細

を
學
げ
れ

ば
次

の
如
く

で
あ
る

〔註

一
)
。

A

出

資

親
方
、
漁
業
構
、
漁
樗
設
備
及
用
具

一
切
、
蓮
用
資
金
の

一
部
。

漁
夫
、
勢
力
の
み
。

B

経

費

親
方
、
其
の
他
の
脛
費

一
切
員
据
。

漁
夫
、
彼
等
の
食
料

一
切
費
搬
。

公
課
金
に
爾
者
準
等
資
澹
。

C

分

配

親
力
、
陸
揚
生
錬
の
六
分

(宍
割
)。

漁
夫
、
四
分

(
四
割
)。

但
し
経
費
の

一
部
例

へ
ば
燃
料
其
の
他
彪
漁
夫
の
員
塘
と
す
ろ
場
合
に
に
爾
者
各
々
五
分
づ
、
の
分
配
で
あ
ろ
o



次

に
學

げ
得

ら
る

曳
匿
別
は
、
経
螢

さ
れ

る
漁
場

の
漁
業
構

を
経
螢
者

が
有
す

る
か
否

か
に
ょ
る
も

の

で
、
自

己

の
漁
業
櫻
を

持

つ
て
螢
む
歩
方

と
、
他
人

の
漁
業

灌
を
賃
借

し

て
行

ふ
歩

方

と
に
別

た
れ
る
。
歩
方

は

一
般

に
賃

貸

に
よ
る
輕
螢
は
自

己
漁
場

の
維
螢

よ
り
も
多

き
現
歌

で
あ

つ
て
、
こ
れ

は
次

の
統
計

に
よ

つ
て
も
其

の

一
端
を
窺

ふ
に
足

る

の
で
あ

る
。

(
此
の
方
面
の
調
査
も
從
來
統
計
が
無
か
つ
流
が
、
今
年
に
北
海
道
醐
水
産
課
で
調
査
中
の
由
で
あ
る
か
ら
詳
細
に
其
の
内
剣
明
し
よ
う
o
今
筆
者

の
手
許
に
あ
る
資
料
の
み
な
掲
げ
る
。)

昭

和

五

年

ね

自
己
の
漁
業
権
な
も

つ
て
歩
方
経
螢
な
す
る
も
の

Xい

賃
借
の
漁
業
権
な
も
つ
て
歩
方
経
螢
な
す
る
も
の

昭

知

六

年

っ

自
己
の
漁
業
確
葎
も
つ
て
歩
方
縄
螢
な
す
ろ
も
の

畷

賃
借
の
漁
業
肇

も
つ
て
歩
轟

慧

す
る
あ

(

4

樽

五

ケ
統

一
四

ケ
統

小

樽

一
一
〃
統

一
六

ケ
統

四 余 一 余
三 五 五 一一
ケ ケ ク ケ

統 統 市 統 統 市

一 一・忍 一 一 忍

九 五 四 四
ケ ケ ケ ケ

統 統 路 統 統 路

歌

棄

ニ
ケ
統

二

一
ケ
統

歌

棄

五
ケ
統

=

一
ケ
統

次

に

一
漁
期
間
漁
場

を
賃
借
す

る
債

格
は
從
來
場
所
的

に
大
差

が
あ

る
も

の
で

一
律

に
は
決

定
し
得

ら
れ
な

い
。
試

み

に
後
志

地
方

に
於
け
る
昭
和
四
年
-
六
年

の
標
準
漁
場

の
賃
借

料
を
左

に
表
示
し
よ
う
(
註
二
)
。

匪

分

一
、
漁

業

擢

の

み

の

揚

合

二
、
土

地

及

建

物

附

麗

の

揚

合

三
、
右
以
外
諸
遣
具

一
切
附
馬
の
揚
合

借

貸

料

(魚
獲
高

に
よ
る
も
の
)

魚
獲
金
高
の

一

割
1

一
割
三
分

魚
獲
金
高
の

】
割
五
分
ー

一
割
八
分

魚
獲
金
高
の
二

割
-
二
割
五
分

(
金

額

に

よ

　

　

昭

和

四

年

一
、
○
○
○
圓

一
、
七
〇

〇
圓

二
、
0
0
0
圓

る

も

の
)

昭

和

六

年

四
〇

〇
圓

六
〇
〇
圓

一
、
O
O
O
圓

(
賃
貸
料
の
表
示
に
は
地
方

に
よ
り
漁
獲
高
な
も
つ
て
す
う
も
の
と
、
金
額
な
以
て
す
る
も
の
と
が
あ
ろ
o
元
來
貸
貸
料
は
其
の
漁
期
の
水
揚
高

に

俵
存
す

べ
き
も
の
で
あ
ろ
か
ら
、
漁
獲
高

に
よ
る
方
法
が
エ
リ
適
當
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
)

後
志
地
方

に
於
け
ろ
錬
漁
業
歩
方
経
螢

一
五
三



9

後
志
塊
方
に
於
け
ろ
錬
漁
彙
歩
方
経
螢

一
五
四

前
表

に
表

示
さ
れ
た
賃
借
料
は
歩
方
維
螢

に
於

て
は
爾
者

い
つ
れ

の
員
櫓

に
館
す

る
か
と
云
ふ
に
、
普
通

に
維
漁
獲
高
金
か
ら

最
初

に
控
除

さ
れ
て
親
方

及
漁
夫

の
亭
等
員
擢

と
な
る

の
で
あ
る
。

最

後

に
親

方

と
漁
夫

と
が
取

り
結

ぶ
歩
方
維
管
契
約

は
、
契
約

の
性
質

に
よ

つ
て
雇
傭
契
約
的

の
も

の
と
、
組
合
契
約
的

の
も

の
と
に
分

た
れ
る
。
前
述

の
如

く
、
歩
方
維
螢
は
個
人
経
菅
が
攣

じ
た
も

の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
其

の
契
約

の
性
質
上

か
ら
個
人

経
螢

に
於
け

る
雇

傭
契
約

が
漸

次
組
合
契
約

に
攣

じ
た
も

の
と
見

る
こ
と
が
出
來

る
。
雇
傭
契
約
的
歩
方

に
於

て
は
親

方
は
個
人

経
螢

に
於
け

る
と
同
じ
く
漁
場
及
維
費

一
切
を
出
資

し
、
漁
夫
は
唯
彼

の
勢
力

の
み

の
出
資

に
留
ま

る

の
で
あ
る
。
か
く

て
経
螢

に
關
す

る
指
揮

一
切
は
親
方

の
意

の
ま

玉
に
、
恰
も
雇
傭
契
約

に
よ

つ
て
雇
入
れ

に
漁
夫
を
用

ふ
る
が
如
く

に
行

ふ
の
で
あ
る
。

此

の
事

を
彼
等

の
歩
方
契
約
書

中

に
明
記
せ
る
場
合

も
あ
る
。
之

に
反
し
組
合
契
約
的
歩
方

に
在

つ

て
は
、
親
方
は
漁
場

一
切
と

主

と
し

て
精
瀞
的
勢
力

(
就
中
主
要
な
る
は
経
費
豫
算

、
簿
記
、
牧
支
決
算
等
)
を
提

供
し
、
漁
夫

は
專
ら
肉
艦
的
勢

力
を
出
資

し
、
経
費

の
員
播

は
爾
方
が
平
等

に
又
は
或

る
割
合

を
以

て
な
す

の
で
あ
る
。
経
螢
指
揮

は
普
通
親

方
と
漁
夫

の
代
表
た
る
船

頭

と
が
協
議

の
上
行

ふ
の
で
あ

る
。

だ
が
時

に
は
從
來

の
慣
習

に
ょ

つ
て
親
方
が
行

ふ
こ
と
も
あ
り
、
此

の
事

を
契
約
書

に
明
記
す

る
場
合

さ

へ
あ
る
。
此

の
爾
種

の
契
約
を
取
結

ぶ
に
唯

一
言

の

ロ
約
を

以
て
足
れ
り
と
す

る
場
合

も
あ
る
が
、
多

く
は
相
互

に
契

約
書

を
取
り
交

は
し
て
各
自

の
責
任
を
明

か
に
し

て
ゐ
る
。
此

の
契
約
書

の
様
式

に
就

て
は
勿
論

一
定
し
て
居
ら
な

い
が
、
最

近

歩
方

の
行

は
る

玉
地
方

で
は
各
水
産
會

な
ど

で
標
準
様
式
を
印
刷
し

て
そ
れ

に
よ
ら
し
む
る
事

が
行
は
れ
る
が
、
そ
れ

と
て
も
必

ナ

し
も
模
範

と
す

る
に
足
り
な

い
も

の
も
あ

る
は
言
ふ
を
侯

た
な

い
。
今

の
二

つ
の
場
合
於

け
る
出
資
封
分
配

の
割
合
を
具
艦
的

に
述

べ
て
見
よ
う
(註
三
)。

一
、
雇
傭
契

約
的
歩
方

に
罵

す

る
も

の



A

田

資

親
方
、
漁
業
権
、
漁
獲
設
備
及
用
具
、
蓮
用
資
金

一
切
。

漁
夫
、
勢
力
の
み
o

B

経

費

親
方
、

一
切
持
ち

(
漁
夫
食
料
な
も
含
む
)。

C

分

配

わ

親
方
、
漁
獲
高
金
の
七
分
。

漁
夫
、
三
分
。

剛

親
方
・
漁
獲
高
金
の
六
分
五
厘
・
漁
夫
・
三
分
五
厘
・

く

(
イ
の
場
合
に
於

て
製
逡
に
要
す
ろ
出
面

(
日
雇

)
賃
銀
な
爾
者
が
分
配
傘
に
從

つ
て
各
自
買
澹
の
契
約
を
な
す
事
も
行
は
れ
る
。
爾
方
法
共

一
般

に
廣
く
行
に
れ
取
切
・り
三
分
或
ひ
に
三
分
五
厘
と
稽
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
)

二

、

組
合

契

約

的

歩

方

に
薦

す

る

も

の

引
A

出

資

親
方
、
漁
業
権
、
漁
樗
設
備
及
用
具

一
切
、
蓮
用
資
金
の

一
部
。

漁
夫
、
勢
力
の
み
。

ガ

経

費

親
方
・
建
物
・
漁
具
の
補
給
修
糞

一
切
・

漁
夫
、
勢
務
中
の
彼
等
の
食
料

一
切

(
但
し
漁
夫
の
薪
炭
費
な
含
む
も
の
も
あ
る
。
)

其
の
他
の
縄
費
に
共
同
資
櫓

(傭
船
費
、
曵
舩
費
、
臨
時
入
夫
賃
、
縄
莚
代
、
薪
炭
(
製
逡
用
)
、
公
課
金
等
)

C

分

配

の

親
方
、
漁
獲
高
金
の
六
分
。

漁
夫
、
四
分
。

Xロ

親
方
、
漁
獲
高
金
の
五
分
。

漁
夫
、
五
分
。

(
此

の
方
法
は
後

志
地
方

に
於

て
も
積

丹
以
北

の
各

地
に
廣
く
行

は
れ

て
居

る
も

の
で
、
分
配

に
際

し

て
は
総

漁
獲
高

金
よ
り
先

づ
共
同
員
憺

に
属
す

る
経
費

を
差
引
き
、
残

額
を
爾
者

が
定
率
分
配

を
す
る

の
で
あ

る
。

な
ほ
此
れ

と
殆

ん
ど
同
じ

で
あ
る
が
、

ラ

唯
漁
夫

は
勢

力

の
み
を
出
資

し
、
各
自

は
何
等

の
経
費

を
員
澹

せ
す

し

て
、
彼
等

の
食

料
は
爾
者
共

同
員
憺

と
し
分
配

イ
の
如
く

(

六
分

、
四
分

に
行

ふ
方
法
が
積
丹
以
南

の
岩
宇

地
方

に
行
は
れ

て
ゐ
る
。
)

朗
A

出

資

前
掲
の
通
り
。

(
B

煙

轡

親
方
、
特
定
契
約
以
外
の
縄
費
。

漁
夫
、
特
定
契
約
の
経
費
の

一
部
叉
に
全
部

(出
面
貫
銀
、
薪
炭
代
、
縄
莚
代
、
公
諜
金
、
電
燈
料
、
綿
糸
類
代
)
。

後
志
亀
方
に
於
け
る
練
漁
業
歩
方
縄
管

一
五
五

ぐ



後
志
地
力
に
於
け
る
練
漁
業
歩
方
糧
管

一
五
六

C

分

配

親
方
、
漁
獲
高
金
の
六
分
。

漁
夫
、
四
分
。

(此
の
方
法
に
於
け
る
漁
夫
の
経
費
員
澹
は
特
定
契
約
の
経
費
の

一
部
叉
は
全
部
と
あ
る
が
多
く
は
分
配
の
割
合
だ
け
の
分
ー

特
定
契
約
経
費
の
四
分
1

の
員
澹
で
あ
る
。
主
と
し
て
岩
宇
地
方
に
行
は
る
」
様
で
あ
る
が
他
地
方
に
行
は
れ
る
の
を
聞
か
な

い
。
)

ハ
A

出

費

親
方
、
漁
業
権
、
漁
袴
設
備
及
用
具

一
切
、
蓮
用
資
金
の

一
部

(
特
に
蓮
用
資
金
中
現
金
の

一
部
)o

(

漁
夫
、
勢
力
及
保
謹
金
若
干

(普
通
漁
夫
全
部
で
二
百
圓
位
)。

B

経

費

親
方
及
漁
夫
の
平
等
負
据
。

C

分

配

親
方
、
漁
獲
高
金
の
五
分
。

漁
夫
、
五
分
。

(
此
れ
は
持
出
歩

方
と
稻
し
、
蓮
用
資

金
特

に
現
金

を
親

方

の
み
な

ら
す

漁
夫
も
其

の

一
部
を
出
資
す

る

の
で
あ
る
。
)

是

に
注
意
す

べ
き
は
親
方

と
漁
夫

と
が
右

に
述

べ
た
如

き
種

々
異

な
る
契
約
を
結

ぶ
歩
方
経
螢

に
於

て
も
、
個
人
経
螢

の
慣
脅

で
あ

つ
た
漁
夫
給

料
の
前

貸
が
行

は
れ
て
ゐ
る
事

是
れ

で
あ
る
。
即
ち
親
方
は
漁
夫

と
歩
方
契
約
を
結

ぶ
に
際

し
、
族
費

と
云

ふ

名

目

で
普
通

一
人

に
付

き
拾
圓
-
参

拾
圓

の
前

貸
し
を

な
す

の

で

あ

る
。
此

の
前
貸
金
は
漁
獲
高
金

の
分
配

の
時

に
差
別

か
れ

る
。
但

し
無
漁

の
場
合
、
叉
は
不
漁

に
し

て
漁
夫

の
努
配
金

が
前

貸
金
に
達
せ
ざ

る
場
合

に
は
親
方

は
此
れ
を
請
求
し
な

い
の
が

通
例

で
あ
る
。

(
註

一
)

古
平
水
産
會
調
査
に
よ
う
。

(
註
二
)

各
地
水
産
會
調
査
、
錬
漁
業
経
濟
調
査
表

(昭
和
六
年
)
に
工
る
。

(
註
三
)

此
れ
以
下
に
後
志
翫
方
の
當
業
者
工
り
蔵
接
筆
者
の
調
査
ぜ
し
も
の
ぞ
あ
る
o

一『

鯨
漁
業
縄
管
内
部
に
於
け
る
勢
働
事
情



凡
そ

一
般

に
繧
螢
は
勢
働

と
資

本
と

の
結
合

よ
り
成

り
立
つ
。
而

し

て
勢
働

の
能
率

が
直
ち

に
資
本

の
攣

化
を
意
味
し
、
資

本

の
攣

化
が
勢
働

の
能
牽

に
關
係
す

る
黙

に
於

て
爾
者

は
相

互
に
密
接
な
る
關
聯

を
有
す

る

の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
経
螢
内
部

に
於

け

る
勢
働

は
そ
れ

に
参
加
す
る
各
自

の
才
能
及
技
術

の
差
異
が
必
然
的

に
分
業

を
生
ぜ
し
め
、
職
能
的

に
は
指
導
的
勢
働

と
執
行

的
勢
働

と

の
別

が
生
す

る
。
経
螢

指
揮
者

と
勢

務
者

と

の
別
は
、
之

に
た
つ
さ
は
る
人

よ
り
見

た
る
匝
別

に
他
な
ら
な

い
。
次

に

之
を
鯨
漁
業
歩
方
経
螢

の
場
合

に
就

て
詳
述
し
よ
う
。

一
、
経
螢
指
揮
者

　

ヘ
ノ

歩
方
経
螢

に
於
け

る
経
螢
指
揮
者
は
前
節

に
も
蓮

べ
た
様

に
、

一
親
方

の
み
の
場
合

と
、

二
勢
務
者
代
表

と
親
方

と
の
合
議
制

(

(

の
場
合

と
で
あ
る
。
親

方
は

一
般

に
自

己

の
漁
場
を
有
す
る
と
否
と

に
不
拘

早
く
か
ら
其

地

に
佳
し
、
多
年
斯
業
経
馨

に
從
事

し

多
く

の
経
験

と
優
れ
た
技

術
と
を
有

し
、
且

つ
自
己

の
計
算
で
漁
場

の
経
螢

に
あ
た

る
も

の
を
意
味
す

る
。
歩
方
経
螢

に
於

て
は

專

ら
現
物
及
現
金
支
出
を
な
し
漁
夫

の
研
資
す

る
勢

働
を
使
用
し

て
自

ら
経
螢
指
揮
を
行

ひ
亦

は

こ
れ

に
参
加
す
る
者

を
云

ふ
。

勢
務
者

代
表
は
船
頭

で
あ
つ
て
、
個
人
経
螢

に
あ

つ
て
は
親
方

に
雇

傭

せ
ら
れ
、
彼

の
指
導

の
下

に
主

と
し

て
海
上
勢
働

を
指
揮

す

る
も

の

で
あ
る
が
、
歩

方
経
螢

に
あ

つ
て
は
勢
務
者
を
代
表
し

て
親
方

と
共
同
指
揮
を
行

ふ
者

と
な
る
。
船
頭

の
多
く
は
個
人

維
螢

の
時

代

に
は
親
方

に
永
年
雇
傭

さ
れ
、

互
ひ

に
性
質
を
熟
知
し
合

つ
て
ゐ
る
同
志

で
あ
る
。
彼
は
漁
掛
技

術
上
は
、
工
場

に

於
け

る
職

工
長

の
地
位

に
あ
た
り
、
漁
携
長

の
役
目
を
な

し
彼

の
手
腕
は
漁
獲

の
能
率

に
多
大

の
影
響
を
與

へ
る

の
で
あ
る
。
彼

の
漁
業

上

の
経

験
は
云

ふ
迄

も
な
く
永
年
間

に
渉

り
、
多

く
磯
船

乗
か
ら
十
年
乃
至

十
五
年
を
経
た
熟
練
勢
働
者

で
あ

る
。
歩

方

経
螢

に
於

て
は
船
頭

は
漁
携
上

の
指

揮
を
な
す
外

に
、
漁
夫

の
代
表

と
し

て
親
方

と

の
契
約

の
締
結
、
漁
期
中

の
漁
夫

の
監

督
、

漁
獲
高
金

の
分
配
等

そ

の
任
務

は
重
大

で
あ

る
。
出
身

地
は
地
許

の
者

も

入
稼

の
者

も

あ

る
。

(
街
出
勇
地
に
っ
い
て
詳
し
く
に
漁

後
志
地
方
に
於
け
る
煉
漁
業
歩
方
経
螢

一
五
七



後
志
地
方
に
於
け
る
煉
漁
業
歩
方
経
管

一
五
八

.

夫
出
嘉
地
の
衷
に
揚
げ
ろ
o
)

二
、
勢

務

者

漁
夫
は
歩
方
経
菅

に
於

て
は
、
漁
期
間
申
経

螢
者

と
共
同
し
漁
業
榮
働

に
從
事
し
、
其

の
成
果

た
る
漁
獲
高
金

に
つ

い
て
は
、

全
髄

と
し

て
彼
等

の
分

け
前
を
主
張

し
う

る
の
で
あ
る
。
漁
夫

は
漁
業

勢
働

に
熟
練
す

る
か
、
否

か

に
よ

つ
て
分
捲
す

る
榮
働

の

種
類

を
異

に
す

る

こ
と
次

の
如

く
で
あ

る
。

熟

糠

漁

夫

下
船
頭
、
起
船
船
頭
、
甜
頭
手
傳
ひ
、
磯
船
乗
。

不
熟
練
漁
夫

亭
漁
夫
、
雑
夫
。

彼
等

の
出
身

地
方
は
内
地
は
、
東

北
地
方
、
本
道

で
は
渡

島
地
方

の
者

が
多

い
。

昭
和
五
年

に
於
け
る
彼
等

の
出
身

地
方

は
次

表

の
如
く

で
あ
る
(註

一
)。
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後
調
心
地
方

r
ド於

け

る
鮪
縣
漁
翻
業
歩
雨
刀
郷
貼轡

一
山ハ
ハり

で
あ
ん

出
面

(
日
雇
人
夫
)
は
大
量
の
水
揚
げ

(
漁
獲
の
意
)
後
其
の
漁
獲
物
の
庭
理
f

主
と
し
て
製
造
の
目
的
-

の
爲
め
に

一

時

に
必
要

と
す

る
勢
力

の
補

充

と
し

て
雇

は
れ
る

の
で
あ
る
。
彼
等
は
土
地

の
漁
夫

の
家

族
及
び
附

近
農
村

か
ら
三
、

四
月

の
農

閑

期
を
利
用

し
て
入
稼
す

る
男
女

が
多
数
を
占

め
る
。
但
し
小
樽

郡
及
び
余
市

の
如

く
都
會

に
近

い
所

で
は

一
般

の
日
雇
勢

働
者

の
使
用

が
多

い
。

次

に

一
ケ
統
標
準

の
鯨
漁
業

の
勢

働
過
程
を

簡
軍

に
述

べ
よ
う
。

現
今
本
道

及
樺
太

に
於

て
行

は
れ

て
ゐ
る
漁
獲
方
法

に
は
枠

取
法

と
袋
取
法

の
二
方
法

が
あ
る
。

=
言
に
し

て
爾
者

を
旺
別
す

る
な

ら
ば
枠
取
は
大
量
漁
獲
法

で
あ
り
、
袋
取
は
小
量
漁

獲
法

で
あ
る
が
、
漁
獲
危
瞼

の
鮎

か
ら
見
れ
ば
前
者

が
危
瞼
大
な

る
に
反
し
、
後
者
は
比
較
的
安
全
な
る
方
法

で
あ
る
。
枠

取
法
は
二

五
〇
i

三
〇
〇
石

を
入
れ
得
る
網
を
有
す

る
枠
船

を
有

し
、
漁
獲
物

が
此

の
網

に
満
ち
た
時

に
曳
船

し
て

沖
揚

す

る

方

法

で

あ

る
。
袋
取
法
は
枠
船
を
有

せ
す
僅

か

に
八
-

一
〇
石
を

入
れ
得
る
袋
を

ボ

チ
ツ
船

に
激
枚

(
四
、
五
枚
)
付

け
、

一
袋

に
満
ち
れ
ば

一
袋

つ

つ
傅

馬
船

に
よ

つ
て
沖
揚
す

る

の
で
あ
る
。
雨
方
法

の

い
つ
れ

か
を
探
用
す

る
か
に
よ

つ
て
漁
場

の
固
定
設
備
及
び
漁
夫

歎
ー

一
般
に
袋
取
の
方
が
多
激
で
あ
る
が
ー

を
異
に
し
從
つ
て
亦
此
れ
に
要
す
る
資
本
額
を
異
に
す
る
。
固
定
設
備
の
詳
細

に
っ
い
て
は
次
節

に
於

て
後

述
す

る
が
、
本
道

及
樺
太

に
於

け
る
大
部
分

の
漁
場

は
枠

取
方
法

で
あ

つ
て
、
袋
取

の
行

は
れ

る
地

方

は
古

宇
地
方
及
び
余
別

、
古
平
、
利
尻

に
数

ヶ
統

あ
る
に
過
ぎ
な

い
。

い
つ
れ

の
漁
獲

法
に
よ
る
に
せ
よ
、
鯨
漁
業

の
着
業

準

備

は
先

づ
経
螢
者

が
財
産
ー

-漁
掛

用
具

一
切

と
蓮
用
資
金

i

-を
備

へ
絡

へ
て
漁
夫

の
募
集
を
な
す
事

か
ら
始
ま

る
。
募
集
方

法
と
し
て
は
入
稼
漁
夫
の
大
部
分
は
経
螢
者
が
自
己
の
漁
場
を
指
揮
す
べ
き
船
頭
に
託
し
て
間
接
に
募
集
す
る
方
法
が
實
際
上
最

も
廣
く
行
は
れ
る
。
維
螢
者
叉
は
其
の
代
理
人
の
慮
募
地
に
出
張
直
接
募
集
す
る
場
合
と
雌
も
、
事
實
上
は
唯
船
頭
に
託
し
て
纏

め
ら
れ
た
契
約
を
締
結
す
る
爲
め
に
前
貸
金
を
渡
し
に
行
く
に
過
ぎ
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
殊
に
歩
方
経
螢
に
於
て
は
、
此
の
方

騎



法
に
よ
る
募
集
が
最
も
多
い
。
又
歩
方
契
約
を
結
ん
だ
漁
夫
は
雇
傭
契
約
の
漁
夫
と
異
な
り
、
彼
等
の
屡
す
る
漁
夫
供
給
組
合

に

届
出
づ
べ
き
義
務
は
な
い
◎
然
し
公
設
職
業
紹
介
所
に
届
出
を
な
す
時
は
種
々
の
便
宜
i

就
中
鐵
道
運
賃
割
引
r

が
與

へ
ら

れ

る
か
ら
歩
方
契

約

の
漁
夫

も
之
れ
を
利
用
す

る
様

に
な

つ
て
ゐ
る
(
註
二
)
。

か

く

の
如

く

し

て

募
集

さ
れ

た
漁
夫

の
乗
込
期

ー

俗
に
練
取
棘
様
の
入
來
期
ー

は
二
月
下
旬
か
ら
三
月
上
旬
に
か
け
て
讐
あ
つ
て

一
般
に
漸
次
邊
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
契
約

期

闇
は
二
月
下
旬
i

五
月
下
旬

ま

で
約

三
ヶ
月
闇

に
渉

り
、
投
網
期
は

三
月
下
旬
、
揚
網

期
は
四
月
下
旬

、
實
際

の
漁

期
は
其

の

間
約

一
ケ
月
で
あ

る
、註
三
)。

漁
場

に
到
着
し
た
漁
夫

は
投
網
期
聞
迄
は
、
建
込
準
備

と
し
て
、
漁
網

の
修

理
を
主
と
し
、
漁

具

の
修

理
、
製
造
用
具

(
干
場
、
廊

下
)

の
整

理
等

の
勢

務

に
從
事
す
る
。
愈

女
三
月
下
旬

の
投
網
期

に
は
、
漁
夫

は
熱
練

せ
る
幹

部

の
指
揮

に
從

ひ
海
上
数

百
間

の
沖
合

(
許
可
距
離

)

に
漁

網
及
附
屡
設
備
を
蓮
び
投
網
す
る

の
で
是

れ
を
建

込
と
稽
す
る
。
建

込
後

は
漁
夫
は
交

代

に
磯
船

に
乗

り
親
船

(
枠
船
)

に
至

り
浮
溝
障
害
物

の
除
去

に
注
意
し
、
夜

闇
殊

に
夕
方
練

の
來

游
を
監

視

す

る
。

か
く

て

一
度
び
鯨
來
游
あ
れ
ば
直

ち
に
漁
携
榮
働

に
從
事
す
る

の
で
あ
る
が
、
其

の
場
合

に
於
け
る
漁
夫

の
分
業
状
態
を

見

よ
う
。
彼
等

の
乗
込
む
船
及

そ

の
所
属

を
示
せ
ば
枠
取
法

に
於

て
は
、

枠

船

一

隻

船
頭

一
入
、
下
舩
頭

一
入
、
糖
頭
手
傳
ひ

一
人
。

起

船

一

隻

起
船
舶
頭

一
人
、
亭
漁
夫

=
二
人
ー
二
〇
人
。

磯

船

二

隻

叫
隻
に
付
き
磯
船
乗

】
人
、
亭
漁
夫

一
入
。

袋

取

に
於

て
は
枠
船
は
な
く
、
傳
馬
船
、
ボ
チ
ツ
船

が
用
ひ
ら
れ
る
。

瀞

チ

ッ

船

】

隻

船
頭

一
入
、
下
船
頭

一・人
、
舶
頭
手
傳
ひ

一
入
。

起

船

一

隻

起
船
鶴
頭

一
入
、
漁
夫

一
五
-
二
〇
入
。

磯

船

二

隻

一
隻
に
付
告
磯
船
乗

一
入
、
李
漁
夫

輔
人
。

ノ

後

謝
心
地
方

に
[於

け

ろ
鮪
…漁

業
歩
山ガ
郷
仙幽
賢

】
山ハ
一



後
出ゆ
地
方
に
於
け
ろ
備
肺漁
業
歩
方
縄
轡

一
六
二

傳

馬

船

二

隻

】
隻
に
付
き
簿
馬
船
乗

一
入
、
李
漁
夫

一
入
。

く

き

か
く

て

一
旦
錬

が
來

る

(
群
來

る
)

と
、
彼
等
は
全
能
力
を
學

げ
て
漁
獲

に
務
め
る

の
で
あ

つ
て
、
春
風
未
だ
冷

や
か
な
北
海

の
海

に
、
來
游
す

る
銀
鱗

の
群
を
追

ふ
漁

夫

の
活
躍
は

正
に

一
種
勇
肚
な
る
光
景

で
あ
る
。
枠
船
若

し
く
は

ボ
チ
ツ
船

の
船
頭
は

專

ら
起
船
を
指
揮

し
、
時

期
を
見
て

「
起

せ
」
と
命
す

る
、
此
れ
は
網
を
起
す

こ
と
で
此

の
聲

に
よ

つ
て
起
船

の
漁
夫

は
網
を
起

し
、
同
時

に
枠
取

で
あ
れ
ば
漁
夫
五
、
六
人
は
汲
船

に
乗
り
鯨
を
汲
み
枠
網

に
入
れ
、
袋
取

で
は
ボ
チ
ツ
船

の
袋

に
入
れ

る
。
此

の
枠
船

の
曳
船
は
今
日
で
は
多
く
獲
動
機
船

が
用

ひ
ら
れ
、
袋
取

の
袋
は
專
ら
傳
馬
船

に
ょ

つ
て
海
岸

に
蓮
ば
れ
る
。
陸
揚
げ
は

ポ

ン
タ

モ
を

以
て
番

に
入
れ

、
春
員

ひ

の
出

面
を
用

ひ
て
な
す

の
が
普
通

で
あ
る
が
、
近
來
起
重
機

を
用
ふ
る
も

の
も
現
は
れ

て

來

た
。

陸
揚

さ
れ
た
生
鯨

の
盧
理
は
專

ら
出
面

に
よ
つ
て
な

さ
れ
る

の
で
あ

る
が
、
そ

の
虜

理
方
法
は
大
艦

生
費
、
搾

粕
、
掛
鯨

の
三

　

　

種

と
な
る
。

一
生
費

は
箱

詰
と
し

て
販
費

せ
ら
る

曳
の
で
荷
造
以
外

に
手
歎
は
掛

ら
な

い
。
二
掛
錬

の
作
業

は
次

の
三
段
階

に
別

(

(

　

　

た
れ

る
。

イ
練
潰

し
、
脊
鯨

と
胴
鯨

と
に
割

く
作
業
、

ロ
尻
繋
、
潰

し
た
鯨
を
干
場

に
て
乾
燥

さ
せ
る
爲

め

に
鰐

を
連

ら
ね
て

一

(

(

　

さ
タ

把
と
す
る
作
業

、
通
常

一
把

(
連
)

の
尾
激

二
〇
1

二
二
尾
、

一
本
五

一
i

六
〇
蓮
(
註
四
)、

ハ
鯨
割
、
適
度

に
乾
燥
し
た
も

の

(

を

二
つ
に
割

き
身

欠
練
を
作

る
作
業

、
是

れ

で
あ
る
。
住
搾
粕
、
そ
れ
以
外

の
鯨

は
釜

に
入
れ

て
煮
、
搾
油
器

に
て
油

を
搾
油

し

か
ず
の
こ

粕

は
固
め

て
玉
と
す
る
。
其

の
他
潰
し
又

は
搾
粕
製

造

の
際
取
り
除

か
れ
た
卵

巣
は

鰭

と
し

て
製
造
さ
れ

る
。

最
後

に
経
螢
指
揮
者

、
勢

務
者

の
申

に
支
佛
は
れ
る
勢
働
賃
銀

に

つ
い
て
述

べ
よ
う
。
歩

方
経
螢

に
於

て
賃
銀

と
し

て
支
梯

は

れ

る
勢
働

は
個
人
経
螢

の
場
合

の
と
異

な
り
出
面

の
賃
銀

の
み
で
あ
る
。
出

面

の
賃
銀

の
多
く
は
出
來
高
梯

で
あ
つ
て
近
年

に
於

け
る
標
準
賃
銀
は
次

の
如
く

で
あ
る
(
註
五
)
。



錬
潰

及
尻
繋

一
本

に
付

き

(
】
、
O
O
O
I

一
、
三
〇
〇
尾
)

(
一
入

前
の
出
面
に

一
日

七
ー

八
本
な

穣
ぐ
)

二
〇
鎮
-
三
〇
鍵

錬

割

一
蓮
に
付
き

(
二
〇
ー
二
二
尾
)
五
厘
i
八
厘

釜

炊

ひ

(練
控
粕
製
造
)

一
玉
に
付
き

二
〇
鍵

春

員

ひ

練
な
以
て
現
物
給
與
が
多

い
、
中
均

一
日
威
圓
位
に
あ
れ
ろ
。

鯖

撰

み

男

一
日

噌
圓
二
〇
鍵
、
女

一
E
八
〇
鍵

(
齢
撰
み
は
出
來
高
抽
ひ
で
は
な

い
)

漁
夫

は
個
人
維
螢

の
場
合

に
は
賃
銀

を
支
佛
は
れ
る

の
で
あ

る
が
、
歩
方
経
螢

に
於

て
は
漁
獲
高

金

の
何
割

か
を
彼
等
全
髄

と

し

て
分
配

さ
れ
る

の
で
あ
る
。
而

し
て
此

の
分
配
さ
れ
た
報

酬
は
更
ら

に
漁
夫

間

に
於

て
彼
等

の
資

格
に
よ

つ
て
協
定
さ
れ
た

一

定

の
割
合

を
以
て
各
自

に
分
配

さ
れ
る
。
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分

亭

漁

夫

一

入

(
準
漁
夫
を
分
駅
の
輩
位
と
す
ろ
)

此

の
場

合

の
實
際

の
分
前
は
、
漁

獲
高

に
よ
り
、
製
品

の
債
格

に
よ
つ
て
異
な

る
が
、
平
均
漁

の
場

合
に
は
個
人
維
螢

の
雇
傭
榮

働
者

と
殆
ん
ど
同

じ
牧
入

で
あ
る
事
を
過
去

の
経
瞼
は

示
し
て
ゐ
る
。

参
考

の
爲

め
に
昭
和
五
年
度
雇
傭
帥労
働
者

一
漁

期
間

の
賃

銀

を
掲
げ

る
(
註
五
)
o

(
泊
村
の
珊
頭
給
料
二
五
〇
圓
は
同
水
産
會
の
縄
濟
調
査
衷

(昭
和
六
年
爽
衷
)
に
は
二
五
〇
圓
と
に
な
い
。
此
れ
に
恐
ら
く
事
賢
に
反
す
る
様
F

思
に
れ
る
。
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註

一
)

(
註

二
)

(
註

三
)

(
註

四
)

(
註

五
)

北
海
道
水
産
會
登
行
、
北
海
之
水
産
第
三
十

一
號

(
二
入
-

三

困
頁
〉。

漁
夫
寡
集
に
關
し
て
は
法
縄
會
論
叢

(昭
和
六
年
四
月
刊
)

一
〇
七
ー

=

一

後
志
地
方
各
水
産
會
調
杏
一、
錬
…漁
業
経
濟
調
査
衷

(
昭
和
六
年
)
に
依

ろ
o

同
上
調
査
衷
に
依

る
o

北
海
道
水
産
會
、
北
海
之
水
産
第
三
十

一
號

(
三
二
ー
四
〇
頁
)
O

二
頁
、
今
田
清

二
氏
の
論
丈
蓼
照
o

一

四
、
鯨
漁
業
経
螢
内
部
に
於
け
る
財
務
事
情

凡
そ
経
螢

に
入
り
込
む
資
本

は

一
面

に
は
資
本
財
を
、
他
面

に
は
資
本

を
形
成
す

る
。
前
者

は
個

々
の
具
髄
的
な
財
産

で
あ
り
、

後

者

は
抽
象
的
債
値

の
大

い
さ

で
あ

つ
て
、
大
別
し

て
自

己
資
本

と
他
人
資
本

と
に
な
る
。

今
鯨

漁
業
経
螢

に
投

下
さ
れ
た
資
本
を

自
己
及
他
人
資
本

に
別
ち

、
爾
者

の
關
係
を
明
ら
か

に
す

る
こ
と
は
極

め
て
困
難

で
あ

る
。
な

ぜ
な
ら
経

螢

の
所
有
者

は
殆

ん
ど
個
人

で
あ
り
、
從

つ
て
彼
等

の
貸
借
封
照
表

の
公

示
さ
れ
る
も

の
少

く
、
加

ふ
る

に
他

人
資
本

の
借
入
先
は
主
と
し

て
個
人

で
あ

る
か
ら
で
あ

る
。
此

の
方
面

の
調
査
も
鯨
漁
業
維
螢

に
取

つ
て
重

要
な

る
こ
と
は
言

ふ

を
倹
た
な

い
が
、
是

で
は
論
述
す

る
こ
と
を
避
け
る
。
唯

一
言
概
括
的

に
云

へ
ば
、
今

日

の
練
漁
業
家
申
自

己
資
本

の
み

に
よ

つ

て
経

螢
す

る
も

の
極
め

て
少
く
、
同
時

に
借
入
他
入
資
本

の
返
濟
能
力
を
有
す

る
者
も
少

い
事
是

れ

で
あ
る
。
鯨
漁
業
経
螢
財
産

を
i

大
別
し
て
固
定
設
備
と
運
用
資
金
と
に
な
る
が
ー

後
志
地
方
標
準
漁
場

一
ケ
統
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
此
に
注
意
す
べ

き

は
各
漁
場
全
部
は
必
ら
す

し
も
次

に
墨
げ

る
が
如

き
固
定
設
備
を
有
す

る
も

の
で
は
な

い
の
で
あ
る
が
、
今
假

り

に
漁
携

及
製

　

　

造

の
設
備
完
全

せ
る
漁
場
を
取

つ
て
表

示
し
た

の
で
あ

る
。
而

し

て
固
定
設
備
は

一
漁
掛

設
備
及
用
具
、
二
製
造
設
備

及
用
具

(

(

　三
附
属

土
地
建
物

及
び
準
固
定
資
産

と
し

て
の
漁
業
構

と
よ
り
成

る
。
蓮
用
資

金
は
固
定
設
備

を
實
際

に

活
用

せ
し

む

る
費

用

(

後
密心
塊
方
に
於
け
る
紬練
漁
…集
歩
噌
刀
郷
…替

一
山ハ
五
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後
志
地
方
に
於
け
ろ
鯨
漁
業
歩
方
経
替

で
、
固

定
設
備
が
其

の
便
値
を
徐

々
に
製
品

に
韓

化

せ
し
む
る
に
反
し

て
、

爾
種

の
財
産

を
具
艦

的
に
示
さ
う
(
註

一
)
。

固

定

設

備

一
六
宍

直
ち
に
其
の
期
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の
原
便
を
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粕 綱 同 生
'倉 煉

胴'貯
錬 来 上 藏
に 倉 場
使 に'
用 使 三
す 用 牛

す 船
園
ひ

叉
1‡

雑
倉
に
使
用
す

備
考

袋
取
揚
所
で
に
右
以
外
に
袋
澗
な
有
す
ろ
。
袋
澗
設
備
の
債
格
は
地
形
に
よ
つ
て
匪
々
ぞ
あ
ろ
が
、
一
ー
入
萬
圓
准
要
す
ろ
。
散
に
此
の
説

備
が
有
す
る
古
宇
地
・万
は
固
定
設
備
が
其
の
額
だ
け
増
加
す
る
。)

固
定
設
備

の
債
格

は
現
在
用

ひ
ら
れ

つ

玉
あ

る
設
備
を
其
れ

の
取
得

さ
れ
た
鐵

ケ
年
前

(
大

正
十
四
年

頃
)

の
取

得
債
格

(
買

入

原
債

)
を

以
て
示
し
た
。
そ
れ
は
固
定
設
備

の
原
債

は
年

々

一
部

つ

つ
減
債
償
却
を
な
す

べ
き

で
あ
る
に
不
拘

、
實
際

に
は
そ

れ

が
行

は
れ

て
居
な

い
が
爲

め
で
あ

る
。

準
固
定
設
備

の
漁
業
棲

の
評
債

は
昨
年

の
練

漁
業
合

同
問
題

の
勃
嚢
し
た
際

に
明
か
に
せ
ら
れ
た
如
く

、
場
所

に
よ
り
、
時

に

よ
り
匝

々
で

一
概

に
は
決
定

し
得
ら
れ
な

い
。
が
然
し
そ
れ

は
其

の
漁
場

に
於
け
る
過
去

の
漁
獲
高

に
依
存
す

る
も

の
で
あ
る
こ

と
は
疑
ひ
を
入
れ
な
い
。
今
後
志
地
方
に
於
け
る
漁
業
権
の
債
格
と
全
固
定
設
備
と
の
割
合
r

勿
論
枠
取
と
袋
取
場
所
と
は
異

な

る

が
i

t

を

示

し

て
見

れ

ば
次

の
如

く

に
な

る

(註
二
)。

匠

分

債
絡
の
割
合
(
枠
取
揚
所
)

袋
取
揚
所
(泊
村
調
査
)

漁

業

構

四
割
八
分
-

六

割

四

割

土

地

及

建

物

二

割
-

三

割

二

割

右

以

外
の
も
の

二

割
ー

二
割
五
分

四

割

 後
志
馳
方
に
於
け
る
煉
漁
業
歩
方
脛
讐

嫡
六
九



後
志
塊
方
に
於
け
る
鱗
漁
業
歩
方
経
讐

麟
七
〇

右

の
割

合

に
よ
れ
ば
漁
業
権

は
少
く
と
も
全
固

定
設
備

の
四
割

以
上
、
他

の
固
定
設
備

の
六
七
%
を
占
む
る
が
故

に
漁
業
棲
を

も
含

ん
だ
全
固
定
設
備
総
額
は
、
固

定
設
備

四
三
、
六
九

一
圓

一
〇
及
び
其

の
約

七
〇
%

の
漁
業

椹

三
〇
、
○
○
○
圓

と
の
合
計

七

三
、

六
九

一
圓

一
〇
と
な

る
。

蓮
用
資

金
は
直

ち
に
漁
獲
高

の
原
債
を
構
成
す

る
費
用

で
あ
る
が
、
支
出

の
目
的

が
間
接
的
な

る
も

の
と
、
直
接
的
な
る
も

の

ラ

　

ラ

と

に
よ
り
固
定
費

と
饗
動
費

と

に
分

た
れ
る
。
錬
漁
業

経
菅

に
於

け
る
固
定
費

は

一
減
便
償
却
費
、

二
借
入
資

金
利
子
、
三
公

(

(

(

　

謀
金

で
漁
獲
と
直
接
關
係
な
く
毎

期
支
出
す

べ
き
費

用

で
あ
る
。
此
れ

に
反
し
て
攣
動
費

の
主
な
る
も

の
は
、

一
漁
夫
給

料
及
給

(

　

ラ

　

ラ

　

與

、

二
食
費
、

三
製
造
及
漁
携
費

、
四
設
備

の
修
繕
補
給
費
等

で
あ
り
、
就
中

三
製
造
及
漁
携
費

、
及
び
二
食
費
は
直
接
漁
獲
高

(

(

(

(

(

に
比
例
す

る
費

用

で
あ
る
。
蓮

用
資

金
は

一
般
経
濟
市

況

の
影
響
を
受
け
、
年

々
其

の
金
額
を
異

に
す
る
。
實

例
を
以

て
個
人
経

醤

の
運

用
資
金
を

示
せ
ば
次

の
如
く

で
あ
る
。
歩
方
経
螢

に
於

て
は
個
人
経
螢

の
資
金

の
内

二
五
⊥

二
〇
%

の
経
費

を
減

じ
得
る

と
見
れ
ば
よ

い
。

(
古
亭
水
産
曾
調
査
)

二

百

石

漁

場

三

百

石

漁

揚

五

百

石

漁

場

ロ
リ

の

ロ

昭

和

四

年

四
、
四
九
七
・
O
O

六
、
二
三
三
・
三
入

八
、
二
六
七
・九

二

昭

和

六

年

三
、
五

一
六
二

〇

四
、
O
O
五
・
五
六

五
、九

一
四
・
四
三

右

表

の
申

昭

和

六
年
度

の
三
百

石
漁

場

の
蓮

用
資

金

内
課

の
詳

細

を

掲

げ

よ
う

。

攣

動

費



後
志
地
方
に
於
け
る
錬
漁
業
歩
方
煙
曹

七

ニ ー凶
、 、

食 醤 味 来 食 漁 給 手 賞 帳 飯 漁 亭 磯 起 下 船 漁 漁
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接 及 漁 船 頭 雇 料

臨鵜 護 驚轟空纏 夫鐵 繍 嶺

種

類

天
四 二 ニ ニ ニ ニ 田

三 三 四 五 六 六 一 五 一 二 六 一 ニ ー 一 一 張

,俵 樽 樽 俵 人 入 入 人 入 人 入 入 入 人 入 入 費

歎

量

幽 ■4一 一直

二 三 一 三 七 三 七 〇 八
苧 ∵?9?亦9る999円
呈!liぎlli888888888

翠
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金

額

三
ハ ロ イ 、
'"製 其 漬 魚

建 漁 棉 繋 箱 莚 蓬 縄 荷 燈 其 其 其 製 燃 造

蹄 及擁 齋火樂讐鴫 毒

費 費 皮 連 罐 類 類 類 品 料 炭 康 薪 薪 料 費 他 物 楽

種

類

五=二 三 一一
一 六 九 五 七 一 ・一

六 〇 〇 八 〇 流 二 〇 三 七

1貫 本1教 枚 丸1俵 噸 棚 棚1樽1

歎

量

oo・ 一

λ6軍 る る 円

18i薯illllIl8881層 暦

軍

償

曽
騨一 一=ニ ーの 〇
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金

額
1



後
志
塊
方
に
於
け
る
練
漁
業
歩
方
脛
瞥

一
七

二

傭

船

費

枠
取
二

同

円説O・
O
O

一

〇
〇
・
O
O

漁

具

ー

謬

円一〇〇・O

O

起

重

機

費

1

ー

ー

製

造

用

具
品

1

1

七
〇

6
0

通

信

蓮

搬
費

二、

膿

壕

舖

沖
揚

入

夫

貸

ー

(
譜

麸

二
〇

1審

三
〇・
O
O四六五・OO四〇・QO

建

物其の他ロ、補給費

17

「ー

丑
O
・O

O昌O・OO二〇〇・OO

春

資

二
〇

ー

四
〇・
O
O

漁

辮

1

1

E
O
・
O
O

釜

炊尻繋勇欠納屋抜

ぎ

董
と

}

漁

具製造用具五、雑費

1ー(所藩料、漁夫

量-膣藥料等)

〔

一
〇
〇・
OO孟O。○〇一五・OO

錬

潰煉割

七

〇三一、三六〇蓮男一

苧
O
O一連ゴ付060七で瓦O

一

四
〇
・
O
O

三
九・
五
二

一
・

誕
O

用
資
金
の
総
額
で
あ
る
。

以
上
の
礎
動
費
の
他
に
唯
旧

の
固
定
費
課
金
為
加
へ

六
総
計
が
蓮

錬

撰{

女

三
〇

○
・八

〇

一

西・
O
O

公

課

金

!

1

ぎ
丑・
O
O

荷

澄
入

夫
實

四、

璽

螺

講

イ
、

修

繕

費

漁
夫
を
し
て
當
ら
し
む

五
四
〇・
0
0三凶○・OO

税

金水産會及漁業組合費槍査料

ー11

11置

宍
O・
O
O

ゴ
O
・O

O二冠・OO

漁

船

五
隻

呂
O・
O
O

δ
O・
○
○

総

計

ー

ー

囚.
O
O手

奏

以
上
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
如
く
練
漁
業
評
準
漁
場
の

一
ケ
統
を

一
漁
期
間
の
個
人
経
螢
に
す
る
必
要
な
る
総
財
産
は
次

の
如
く
簡
軍
に
示
し
得
る
。

　

一
、
固

定

設

備

四

三
、
六
九

7

一
〇



■

二
、
漁

業

構

三
〇
、
○

○
○
。
0
0

三
、
蓮

用

資

金

四
、
O

O
五
・
五
六

凱訂

・七
七
、
山
ハ
九
山ハ
・
山
ハ
山
ハ

歩

方
経
螢

に
於

て
は
右

の
運
用
資
金

の
内

か
ら
漁
夫
給
料

(
一
、
六
九

〇
圓
)
を
支
沸

ふ
必
要
な

く
其

の
額

だ
け
少
く

て
濟
む

の
で
あ
る
が
、

一
方
契
約

の
當
初

に
普

通

一
〇
ー

二
〇
圓

の
族
費
前
貸
を
な
す

の
で
其

の
前
貸
金
約

六
〇
〇

圓
を
加

へ
、
要
す

る

所

約

一
千
園
程
度

の
運
用
資

金
を
節

約

し
得

る
。

攻

に
前

記

の
計
数

よ
り
算
出

し
た
標

準
漁
場

一
ケ
統

の
各
財
産
間
相

互
の
、
及
び
総

財
産

と
総
牧
入
及
総
牧
釜

の
比
率
を
揚
げ

て
経

螢
内
部

に
於
け
る
財
務
關
係
を
明
ら
か

に
し
よ
う
。

個

入

経

轡

歩

方

経

管

純
固
定
資
産
と
蓮
用
資
金
の
比

一
〇
・
八
封

一
(九
・
一
%
)

一
四
。
五
費

一
(
山ハ
・
八
%
)

総
固
定
資
産
と
蓮
用
資
金
の
比

一
八
・
四
勤

一
(
五
・四
%
)

ご
四
・
五
劉

一
(
四
・0
%
)

総
財
産
と
総
牧

入
と

の
關
係

を
示
す
爲

め

に
前
記

の
實
例
(
】
七
〇
頁
に
掲
げ
六
)
に
よ

つ
て
総
牧
入
を
見

る
な
ら
ば
、

二

百

石

漁

揚

三

百

石

漁

揚

五

百

石

漁

揚

　

の

　

昭

和

四

年

五
、
四
七

三
・
四

二

九

、
七

〇
七
・
=

二

】
四
、
】
九
六

・
一
三

昭

和

六

年

三
、
二
三
四
・
○
〇

四
、
八
八

一
・
O
O

七
、
四

四
九
・
二
入

昭
和
四
年
に
於
け
る
優
良
漁
場
五
百
石
漁
場
の
総
牧
入
と
総
財
産
と
の
比
は
1

固
定
設
備
七
三
、
六
九

一
園

一
〇
に
運
用
資

金

八
、
二
六
七
圓

九
二
を
加

へ
た
八

一
、
九

五
九
圓
〇

二
封

一
四
、

一
九
六
圓

=
ニ
ー

五

・
七
封

一
で
あ
る
。
即
ち
総
財
産

は

一

ヶ
年

(
一
漁
期
)

間
に
約
五
分

の

一
廻
韓

よ
り
し
な

い
。

叉
昭
和
六
年

の
三
百
石
漁

場

で
は
同
様

に
し

て
i
l

七
七
、
六
九

六
圓

後
志
埆
方
に
.於
け
ろ
練
漁
業
歩
方
縄
菅

一
七
三



後
志
地
方
に
於
け
る
錬
漁
業
歩
方
経
讐

一
七
四

六

六
封

四
、
八

八

一
圓
ー

一
五
封

一
で
、
其

の
廻
韓
率

は
十
五
分

の

一
で
あ

る
。

以
上
は
個
人
経

螢

の
漁
場

で
あ
る

が
、
歩

方
経

螢

に
於

て
も
略
同

様
の
事

が
言
ひ
得

る
。

最
後

に
同
上
漁

場

の

一
漁
期
聞
牧
釜
は
、

二

百

石

漁

揚

三

百

石

漁

場

五

百

石

漁

揚

　

ぷ

の

昭

和

四

年

九
七
六
・四
二

三
、
四
七
三
。
七
五

五
、九
二
八
。
一コ

昭

和

六

年

映
慣

二
入
二
二

〇

八
七
五
・四
四

一
、
五
三
四
・
八
五

以
上

の
計
激

に
よ

つ
て
示
さ
れ
た
が
如
く
、
昭
和

四
年

と
六
年

と

の
差
額
は
非
常

に
大
で
あ

つ
て
、
近
來
振
は
ざ
る
斯
業

の
経
螢

を
愈

々
困
難

に
陥

ら
し
め

つ
曳
あ
る

の
を
見
る
。
其

の
よ

つ
て
來
る
所

は
製

品
債
格

の
値
下
り
が
最
大
原
因

で
あ
つ
て
、
製
品

の

販
費

方
面

の
調

査
は
海
産
市
場

の
研
究

と
相
侯

つ
て
経
螢

上
か
ら
も
重

要
な
問
題

で
あ

る
が
、
本

稿
は
こ
れ

に
燭
れ
な

い
。
唯
販

費

し

て
得

ら
れ

た
総
牧
入

よ
り
総
支
出

を
差
引

い
た
牧
釜

の
み
に
つ

い
て
考

へ
る
事
と
し
た
。

こ
れ

を
総

財
産

と
の
關
係

に
於

て
牧
釜
率
を
見
る

に
次

の
如
く

で
あ
る
。

ロ
リ

　
　

昭

和

四

年

五

百

石

漁

場

五
、九
二
八
・
二

一

野

入

一
、九
五
九
・
〇
二
;
・・
:
七
・
二
%

昭

和

四

年

三

百

石

漁

場

三
、
四
七
三
。七
五

封

七
九
、九

二
四
・
四
八
:
:
:
四
・
三
%

昭

和

六

年

五

百

石

漁

場

}
、
五
三
四
・
入
五

謝

七
九
、六
〇
五
・
五
三

:
・
:
一
。九
%

昭

和

山ハ

年

三

百

励眉

漁

憎揚

入
七
五
・四
四

蹴劃

七
七
、山ハ
・九
山ハ
・山ハ
ゐハ
:
・
:
・
一
・
一
%
一

是

に
注

意
す

べ
き

は
前

述

せ

る
如

く

當

然

固

定
費

と

し

て
支
出

さ

る

べ
き
、

総

財
産

の
九

〇

%

以
上

を

占

む

る
固

定
資

産

の
減

便

償

却

費

は

運

用

資

金
中

に
含

ま

れ

て
居
な

い
こ

と

で

あ

る
。

若

し
適

當

の
率

を

以

て
償

却

を
行

ふ
な

ら
ば

、

以

上

に
示

し
得

た

牧

釜

は

恐

ら

く

現

は

れ
得

な

い
で
あ

ら

う
。



(((

註 註 註

)))

東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
、
北
海
道
錬
漁
業
勢
働
事
情
(昭
和
三
年
十

一
月
刊
)
五
五
i
五
入
頁
、製
造
用
具
は
筆
者
の
調
査

に
工
る
。

前
掲
、
…練
漁
業
纒
濟
調
査
表
に
工
る
O

同
上
調
査
表
な
比
較
研
究
の
上
、
古
準
水
産
會
の
調
査
衷
を
代
衷
的

の
も
の
と
認
め
實
例
と
し
て
用
ひ
六
。
同
衷
に
に
固
定
費
六
る
べ

き
固
定
資
産
減
債
償
却
費
、
借
入
蓮
用
資
金
利
乎
及
漁
業
権
賃
借
料
な
含
ま
ず
。

結

び

後
志
地
方
に
於
て
現
在
行
は
れ
て
ゐ
る
歩
方
経
螢
の
實
情
は
、
前
節
迄
江
大
略
述
べ
絡

へ
た
が
、
此
れ
を
個
人
経
螢
と
比
較
し

て
其
の
得
失
と
併
せ
て
其
れ
に
封
す
る
私
見
を
是
に
簡
軍
に
述
べ
よ
う
。

先
づ
経
螢
内
部
の
勢
働
能
率
の
黙
よ
り
見
る
に
、

一
般
に
個
人
経
螢
よ
り
も
歩
方
が
能
率
が
學
る
と
云
ふ
こ
と
に
は
異
論
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
大
漁
な
れ
ば
な
る
程
其
れ
に
比
例
し
て
親
方
は
勿
論
漁
夫
も
分
け
前
が
増
加
す
る
か
ら
で
あ
つ
て
、
此
れ
が
爲
め

に
練
來
游
期
の
短
期
聞
内
に
必
要
と
す
る
強
度
の
帥労
働
能
率
を
奉
げ
得
る
こ
と
は
自
然
的
條
件
に
支
配
さ
れ
る
事
大
な
る
漁
業
に

於
て
は
極
め
て
重
要
な
得
黙
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
唯
個
人
経
螢
に
於
て
見
ら
る
曳
が
如
き
親
方
叉
は
彼
の
全
椹
を
委
任

さ
れ
た
船
頭
個
人
の
統

一
的
意
志
に
よ
つ
て
漁
夫
を
自
由
に
指
揮
す
る
こ
と
が
歩
方
で
は
行
は
れ
得
な
い
場
合
が
屡
々
あ
る
。

次
に
今
日
行
は
れ
る
が
如
き
歩
方
の
増
加
し
た
最
大
原
因
は
、
経
螢
者
側
の
資
金
欠
乏
に
あ
る
事
は
前
に

(第
二
節
)
に
述
べ

た
所
で
あ
る
が
、
從
つ
て
漁
期
絡
了
後
に
於
け
る
漁
獲
高
金
の
分
配
の
爲
め
に
直
ち
に
製
品
を
換
貨
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
其

の
結
果
は
勢
ひ
鯨
製
品
の

一
時
の
供
給
過
多
の
傾
向
を
生
じ
、
そ
れ
が
爲
め
に
彼
等
は
低
い
市
場
相
場
に
も
追
縦
せ
ざ

る
を
得
な
い
事
と
な
る
。
か
」
る
事
情
に
よ
つ
て
生
す
る
分
配
金
の
減
少
が
分
配
時
に
於
て
爾
者
間
に
紛
議
を
生
ぜ
し
む
る
原
因

の

一
つ
と
も
な
る
。
叉
歩
方
に
て
経
醤
す
る
に
は
其
の
當
初
に
於
て
は
小
額
の
現
金
に
て
足
り
る
事
は
往
丸
に
し
て
萬

一
を
僥
倖

後
志
地
方
に
於
け
ろ
錬
漁
業
歩
方
経
管

一
七
五



痂後
出心
塊
方
に
.於
け
ろ
端
燃漁
業
歩
翫万
揮
…螢
【

一
七
山ハ

す

る
投
機
者
を
刺
戟
す

る
結
果
と
な
る
。
而

し

て
彼
等

の
内

に
は
不
漁

の
場
合

に
は
漁
場
も
漁
夫
も
放
棄
し

て
行

向
を
暗

ら
ま
し

た
者

さ

へ
あ
る
。

然

し
な

が
ら
歩
方
経
螢

に
封
す
る
か

」
る
難
貼
は
、
歩
方
自
身

に
内
存
す

る
必
然

的
な
も

の
で
到
底

克
服
し
得
ざ
る
も

の
で
あ

ら

う
か
?
・

最

近
歩
方
経
螢

に
蒋

じ
た
親

方

の

一
部
は
前
記

の
難
窯
を
學

げ
て
歩
方

に
樹
し

て
不
満

の
聲
を
放

つ
。
彼
等
は
言

ふ

「
も
し
資

金

さ

へ
融
通
出

來
れ

ば
歩
方
は
絶
封

に
行
は
な

い
」

と
、
だ
が
筆
者

は
此

の
よ
つ
て
生
す
る
所

以
は
彼
等
親
方

は
從
來

の
個
人
経

馨

に
於

け
る
親

方

の
態
度

で
、
同

じ
仕
方

で
歩
方

を
行

は
ん
と
す
る
が
爲

め

で
あ
ら
う

と
思

ふ
。
歩
方

は
實

に
現
在

一

般

の
杜
會
及
経
濟
惰
勢

が
籐
儀
な
く
せ
し
め
た
所

の
勢
資
共

同
組
織

で
あ
る
事
を
相

互
が
自
畳
す

る
な
ら
ば
、
具
燈
的

に
言

へ
ば
、
・

親

方
及
漁
夫

が

一
膿

と
な

つ
て
彼
等

の
認

め
て
以

て
経
螢
指
揮
者

と
し
た
る
者

に
從

ひ
、
亦

他
方

に
於

て
各
歩
方

が
共

同
し

て
製

品
販
費

を
行

ふ
な

ら
ば
必

ら
す

し
も
克
服

し
得
ざ
る
難

黙
で
は
な

か
ら
う
。

(稿
な
終
る
に
あ
☆
り
、
か
a
て
よ
り
後
志
地
方
の
各
地
水
産
會
及
當
業
者
の
方
々
に
種
々
懇
切
な
る
御
敦
示
と
便
宜
と
な
賜
つ
た
旨
な
附
記
し
、

こ
、
に
衷
心
惑
謝
の
意
な
衷
す
る
o
)

!

一
九

三

】
、

一
二
、

一
七

1




